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○
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会
規
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七
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(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
二
号

家
畜
改
良
増
殖
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号)

第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習

会
等
開
催
要
綱

(

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号)

第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

平
成
十
九
年
十
一
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で(

土
曜
日
・
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。)

二

開
催
場
所

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

(

上
北
郡
野
辺
地
町)

三

講
習
人
員
及
び
受
講
対
象
者

十
五
人
以
内
。
た
だ
し
、
牛
に
つ
い
て
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
有
す
る
者
及
び
家
畜
人
工

授
精
講
習
会
修
業
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
平
成
十
九
年
十
月
二
十
二
日
ま
で
に
所
轄

の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。
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他
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

村
上
病
院

青
森
市
青
柳
二
丁
目
五
の
一
七

平
成
二
十
二
年
十
月
五
日

平
成
十
九
年

十
月
三
日

(

水
曜
日)

第
二
千
八
百
四
十
号



( )

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産

部
家
畜
保
健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
、
所
轄
の
地
域
県
民
局
地
域
農
林

水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
七
百
三
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

｢

株
式
会
社
岩
手
銀
行
青
森
支
店

青
森
市
長
島
二
丁
目

を

｣

｢

株
式
会
社
岩
手
銀
行
青
森
支
店

青
森
市
古
川
二
丁
目

に
改
め
る
。

｣

公

告

肥
料
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
九
年
九
月
十
八
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
の
名
称
及
び
数
量

液
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
空
港
管
理
事
務
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所
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登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量

(

パ
ー
セ
ン
ト)

そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の

氏

名

又

は

名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
二
四
号

魚
か
す
粉
末

純
有
機
一
号

窒
素
全
量九
・
〇

り
ん
酸
全
量
六
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

丸
光
水
産
株
式

会
社

八
戸
市
諏
訪
二

丁
目
二
六
の
一

六

青
森
県
第

三
二
五
号

魚
か
す
粉
末

純
有
機
四
号

窒
素
全
量七
・
〇

り
ん
酸
全
量
八
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

丸
光
水
産
株
式

会
社

八
戸
市
諏
訪
二

丁
目
二
六
の
一

六

青
森
県
第

三
二
六
号

魚
か
す
粉
末

純
有
機
五
号

窒
素
全
量五
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
五
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

丸
光
水
産
株
式

会
社

八
戸
市
諏
訪
二

丁
目
二
六
の
一

六



( )

有
限
会
社
丸
山
銃
砲
火
薬
店
青
森
支
店

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
熊
谷
八

六

契
約
金
額

一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
二
万
九
千
六
百
九
十
六
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
品
質
規
格
仕
様

書
を
提
出
し
、
か
つ
、
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ

て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
九
年
八
月
三
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
の
名
称
及
び
数
量

粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
空
港
管
理
事
務
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
九
月
二
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
丸
山
銃
砲
火
薬
店
青
森
支
店

青
森
市
大
字
八
幡
林
字
熊
谷
八

六

契
約
金
額

一
ト
ン

十
二
万
五
千
八
百
九
十
五
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
品
質
規
格
仕
様

書
を
提
出
し
、
か
つ
、
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ

て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
九
年
八
月
三
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
六
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
高
清
水
一
二
四
二
、

一
二
四
三
、
一
二
四
四
の
一
及
び
一
二
四
四

の
三

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
四
丁
目
一
の

一

株
式
会
社

ユ
ア
テ
ッ
ク



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

平
成
十
九
年
十
月
三
日

上
北
地
域
県
民
局
長

北

村

収

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
十
月
三
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一

(

特
地
勤
務
手
当
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢

十
和
田
警
察
署
十
和
田

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
四

を

湖
警
察
官
駐
在
所

八
六

｣

｢

十
和
田
警
察
署
十
和
田

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田
湖

に
改
め
る
。

湖
警
察
官
駐
在
所

畔
休
屋
四
八
六

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一(

特
地
勤
務

手
当
等)

別
表
第
一
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。
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位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

三
沢
市
大
字
三
沢
字
前
平
三

〇
の
一
九
五

七
〇
・
九
八
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��

･

�･

��


